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概 要(公開) 
作成日 平成 16 年 6月 10 日 

制度・施策（プログラ
ム）名 

非プログラムプロジェクト  

事業(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)名 
省エネルギーフロン代替物質合成技
術開発 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ番号 P02049 

担当推進部/担当者 環境技術開発部/石川肇 

０．事業の概要 

クロロフルオロカーボン（フロン）等のオゾン層破壊物質は、オゾン層保護の観点からモントリ

オール議定書により、生産の段階的な廃止が義務付けられている。これを踏まえ、フロン等に代

わる代替物質の開発が促進され、幾つかの優れた代替物質が既に実用化されてきた。一方、京

都議定書の批准により、我が国においても地球温暖化対策の観点から温室効果ガスの排出量

の削減が必要とされており、温暖化等に配慮した化合物へのさらなる転換が求められている。   
フッ素を含有する化合物は、その優れた特性から、冷媒(冷蔵庫、自動車エアコン等)、産業洗

浄剤(電子部品、精密加工部品、光学部品等)、発泡剤(現場発泡)、半導体・液晶製造(エッチン

グ、ＣＶＤチャンバークリーニング等)、電力機器絶縁、消火剤など幅広く産業分野で利用されて

いる。しかしながら、その中には、大気中に長期間に亘って安定に存在し、かつ極めて大きな温

室効果を発揮する化合物も含まれることから、温室効果が小さい化合物の経済的な合成法を早

期に開発し、環境に配慮した代替物質の市場導入を推進することが強く要請されている。 
本研究開発では、オゾン層の破壊やその他の環境影響が少なく温暖化効果も小さいフッ素系

フロン代替物質（以下、「フロン代替物質」という。）の工業的合成法の探索及び検討により、エネ

ルギー効率が高く工業的に有効な合成技術の開発を行い、省エネルギーの観点から総合的な

環境負荷の低減を目指す。 

 

Ⅰ．事業の位置付け・必
要性について 

日本は「モントリオール議定書」や「京都議定書」を批准しており、様々な産業分野において、

従来使用されているフッ素系化合物からオゾン層を破壊せず地球温暖化に配慮した化合物へ

の転換が求められている。 

本研究では、その目的のためにすでに実施された NEDO のプロジェクト「新規冷媒等研究開

発(平成 6 年度～平成 13 年度)」や「SF6 等に代替するガスを利用した電子デバイス製造クリー

ニングシステムの研究開発(平成 10 年度～平成 14 年度)」などの成果を活用し、クロロフルオロ

カーボン (フロン )や代替フロン [京都議定書で削減対象として指定された 3 ガス類

(HFC,PFC,SF6)]等の次なる代替物質(新規フロン代替物質)を市場に送り出すための工業的な合

成技術の開発を実施する。 

 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

事業の目標 
オゾン層の破壊などの環境影響が少なく、地球温暖化効果も小さいフロン代替物質を選定

し、その合成法の検討を加え、エネルギー効率の高い合成技術の開発を行い、省エネルギーの

観点から各使用分野での総合的な環境負荷低減を目指ざす。 

主な実施事項 Ｈ１４fy Ｈ１５fy    
新フロン代替物質の材質調査研究      
代替物質の合成技術開発 

     
実機化のためのスケールアップ研究      

事業の計画内容 

工業用途開発調査 
     

会計・勘定 Ｈ１４fy Ｈ１５fy Ｈ１６fy  総額 

一般会計 ０ ０   ０ 
特別会計 
（電多・高度化・石油） 

１９０ ９０   ２８０ 

交付金  (１３０)   (１３０) 

 
開発予算 
（会計・勘定別に実績
額を記載） 
（単位：百万円） 

総予算額 １９０ (２２０)   (４１０) 

経産省担当原課 製造産業局 物質管理課 オゾン層保護等推進室 
運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ    － 

 
 

 

開発体制 

委託先 
旭硝子株式会社(再委託 産業技術開発研究所)、ダイキン工業株式
会社、セントラル硝子株式会社、日本ゼオン株式会社、東ソー・エ
フテック株式会社 



 

 

 

情勢変化への対応 

平成 16 年度に委託先の変更(絞込み)を踏まえて基本計画を改訂 
(1)平成 15 年 12 月 19 日開催の委員会およびその事前検討を基に実用化の近い HFE -

347pc-f、 HFE-254pc を本プロジェクトから卒業させ、他の代替物質の合成技術開発に重点化

をはかる。 
(2)国際情勢の変化により(EU が、カーエアコン冷媒に対して GWP100 上限を 150 とする検
討しはじめる)、当プロジェクトにおける冷媒分野での HFE-143m 等の工業化開発を断念。

HFE-143m の中間物質である COF2 の工業化に開発ターゲットを変更(ただし研究期間を 1 年に

短期化)。 
 
 ハイドロフルオロエーテルはエーテル基を有するためにフロンと比較するとライフタイムが短い

ためオゾン層破壊係数や温暖化係数を低く抑えられる物質である。また、COF2やCF3Iなどは

HFEではないが、ライフタイムの短いことが確認されており同様にオゾン層破壊係数や温暖化係

数を低くする効果がある。 
(1) COF2は、HFE-143mの中間物質として必要であるが、半導体分野でのクリーニングガスとして

も期待が持たれる(「SF6等に代替するガスを利用した電子デバイス製造クリーニングシステム

の研究開発」の成果の一つ)。COとF2から合成するために省エネルギー性に優れており、15

年度までに試験装置により反応条件検証、装置性能を確認。 

(2) HFE-347pc-fは、オゾン層破壊係数(ODP)はゼロであり、温暖化係数(GWP100)も小さく、環境

負荷を低減できることから、HCFC-141bやHCFC-225の代替物質として期待される。また、既
存のテトラフルオロエチレンとトリフルオロエタノールより一段階で合成しているため省エネル

ギー性がよく、製造方法の観点からも温暖化を抑制する。浸透性、速乾性に優れていること

から、産業洗浄工程のリンス、洗浄および乾燥用溶剤などに使用されることが期待でき
る。この応用分野には光学レンズ、液晶の製造工程があげられる。HFE-347pc-fは本プ

ロジェクトにおいて実機試験までを完了し、商品化段階となった 

(3) 発泡剤の分野に適用するために開発中のHFE-254pcは、従来使用されてきたHCFC-141bあ

るいは現在使用されつつあるHFC系発泡剤(HFC-245fa、365mfc)に比べると温暖化係数が低

く、熱伝導率も同レベルであることから断熱性能に遜色がなく使用可能と判断される。平成15

年度までにHFE-254pcの合成技術開発は工業化のための基礎研究に目処をつけ、実用化を

目指している。また、HFE-254pc/HFC-245fa 混合発泡剤はHFC系発泡剤に比べ、熱伝導

率、GWP の低下並びにポリオール溶解性等において優位性があることが明らかになった。 

(4) 化合物Ｄによる100nm以下の微細加工の可能性が確認された。また、その合成は装置、反応

条件(中間体のリサイクル使用)を検討し、その省エネルギー性等においてほぼ目標レベルを

達成しつつある。 

(5) 古典的なバッチ反応で少量の生産しかできなかったCF3Iの工業的な新規合成技術の開発に

取り組んでいる。この合成方法は、出発原料としてCHF3とI2、およびO2を使用して、特異な触

媒存在下にCF3Iを合成する世界初の合成技術である。省エネルギー性の観点からは、気相

連続触媒合成法であることやヨウ素を有効利用できることから、大きな省エネルギー効果が

期待できる。基盤検討を完了し、スケールアップ研究を実施中である。 

 
投稿論文 「査読付き」6件、「その他」18 件、「プレス他」5件 

Ⅲ．研究開発成果につい
て 

特  許 「出願済」15 件、「登録」0件、「実施」0件 

Ⅳ．実用化、事業化の見
通しについて 

(1) ダイキン工業では本プロジェクトにて基礎工業的合成技術を確立した HFE-347pc-f の量産

設備(年数百トン級)を淀川製作所(大阪府摂津市)に設置する計画。この計画が実行に移る

と、HFE-347pc-f の本格生産、販売が開始される。将来、フッ素系の洗浄剤の主力物質とな

ることが期待できる。 

(2) HFE-143m の中間物質としての COF2の開発は、CVD クリーニングガスとしての期待が高

い。省エネルギー性に効果的があるので商品化の可能性が高い。 

(3) 発泡剤として HFE-254pc の工業化のための合成技術開発は完了した。本プロジェクトの中で

HFE-254pc と HFC-245fa 混合発泡剤がポリオール溶解性、プレミックス貯蔵安定性などの

優れたシーズ技術が明らかになった。そのため今後、混合発泡剤の実用化研究に移行する

と思われる。 

(4) 化合物 D は種々ある異性体の中でエッチングガス性能が優れていることが明らかになった。

この化合物 D の工業化技術開発は現時点ではスケールアップ研究に入っており、良好な微

細加工特性が得られており商品化が期待できる。 

(5) CF3I の連続合成技術の開発では、現在、パイロットプラントでのスケールアップ研究に入って

いる。新規に考案した反応器で触媒を撹拌しながら、CHF3、気体の I2および O2を流通させて

CF3I を合成する方法であり、先導的な研究開発が進んでいる。半導体分野、電力機器分野

での適用の可能性がある。 

上記のように種々の産業分野において新規フロン代替物質に対して工業的な合成技術の開発

が進んでおり、オゾン層保護および温暖化抑制の観点から、本プロジェクト発の新規フロン代替

物質の開発実用化を通じて自然環境への負荷低減を推進している。 

 
 



 

 

 

評価履歴 平成 16 年度 中間評価実施  
Ⅴ．評価に関する事項 
 評価予定 平成 19 年度 事後評価実施予定 

策定時期 平成 14 年 3 月 策定  
Ⅵ．基本計画に関する事
項 変更履歴 平成 16 年 3 月 変更 

 



変更前 

 

 
「省エネルギーフロン代替物質合成技術開発」         

プロジェクト基本計画 
 

新エネルギー・産業技術総合開発機構 
環境調和型技術開発室 

１．研究開発の目的・目標・内容 
（１）研究開発の目的 

クロロフルオロカーボン（フロン）等のオゾン層破壊物質は、オゾン層保護の観
点からモントリオール議定書により、生産の段階的な廃止が義務付けられている。
これを踏まえ、フロン等に代わる代替物質の開発が促進され、幾つかの優れた代替
物質が既に実用化されてきた。一方、京都議定書の批准により、我が国においても
地球温暖化対策の観点から温室効果ガスの排出量の削減が必要とされており、温暖
化等に配慮した化合物へのさらなる転換が求められている。 
フッ素を含有する化合物は、その優れた特性から、空調機器の冷媒、精密機器、

電子部品の洗浄溶剤及び断熱発泡剤を始め、半導体素子のエッチング剤、半導体Ｃ
ＶＤチャンバーの洗浄用ガス更に消火剤など幅広く産業界で利用されている。しか
しながら、その中には、大気中に長期間に亘って安定に存在し、かつ極めて大きな
温室効果を発揮する化合物も含まれることから、温室効果が小さい化合物の経済的
な合成法を早期に開発し、環境に配慮した代替物質の市場導入を推進することが強
く要請されている。 
本研究開発では、オゾン層の破壊やその他の環境影響が少なく温暖化効果も小さ

いハイドロフルオロエーテル（HFE）類等のフッ素系フロン代替物質（以下、「フ
ロン代替物質」という。）の工業的合成法の探索及び検討により、エネルギー効率が
高く工業的に有効な合成技術の開発を行い、省エネルギーの観点から総合的な環境
負荷の低減を目指す。 

 
（２）研究開発の目標 

① 中間目標 
・ フロン代替物質及び開発される合成工程において、経済性及び環境への影響
を明確化し、事業化の見通しを得ること。 

 
冷媒、洗浄、発泡用物質については、HFE 類（HFE-143m、HFE-245mc、

HFE-347pc-f、HFE-254pc、HFE-356mmz）を対象として、 
 

・ 〔冷媒用物質〕フロン代替物質の製造に不可欠な COF2ガスについて、純度
99.99％程度を達成する工業的製造技術の見通しがあること。また、COF2ガ
スからフロン代替物質を製造する際の触媒反応について、格段の収率向上の
目処を得ること。 

・ 〔洗浄用物質〕反応時間が１２時間程度で精製後の最終収率９０％以上を達
成する工業的製造技術の見通しがあること。 

・ 〔発泡用物質〕フロン代替物質（既存物質を混合）を用いた断熱材製品の熱
伝導率が２０mW/mK（２４℃）以下となる目処を得ること。また、発泡工
程における引火性及び断熱材製品の可燃性等がないこと。 



 

2 

 
半導体エッチング用物質については、PFC 代替物質（非 HFE 類）を対象として、 

 
・ コンタクトホールサイズで０．１μm 級の超微細加工能力を有する見通しが
あること。また、エッチングガスとして要求される純度、製造時の安全性、
搬送技術等の目処を得ること。 

 
② 最終目標 
・ フロン代替物質について、経済性及び環境への影響を考慮した工業化のため
の合成技術を確立すること。 

・ 現在の合成工程で必要とされるエネルギーと同等以下のエネルギーで、工業
的にフロン代替物質を合成できる目処を得ること。 

・ TEWI(Total Equivalent Warming Impact) や LCA(Life Cycle Assessment)
の考え方により、製造から利用までの過程で、現在に比して約２０％以上の
省エネルギー率を得ること。 

 
・ 〔冷媒用物質〕フロン代替物質による冷凍機又はヒートポンプの成績係数
（COP）が現状の最高値（トップランナー値）と同等以上になる見通しがあ
り、当該製品の安全性及び経済性を確認すること。 

・ 〔洗浄用物質〕反応時間が１２時間程度で精製後の最終収率９０％以上を達
成する工業的製造技術であることを確認し、フロン代替物質による洗浄装置
において、人体への影響を考慮した安全基準及び安全対策を確立すること。
また、すすぎ・乾燥に優れた物性（表面張力２０mN/m 以下、蒸発潜熱２５
０kJ/kg 以下）を有すること及び経済性を確認すること。 

・ 〔発泡用物質〕フロン代替物質のみによる断熱材製品の熱伝導率が２０
mW/mK（２４℃）以下となる目処を得ること。また、発泡工程における引
火性及び断熱材製品の可燃性等がないこと及び経済性を確認すること。 

・ 〔半導体エッチング用物質〕コンタクトホールサイズで０．１μm 級の超微
細加工が可能であること。また、エッチングガスとして要求される純度、製
造時の安全性、搬送技術等を確立すること。 

 
（３）研究開発内容 

上記の目標を達成するために、次の研究開発を行う。 
①冷媒分野 
ア．基盤技術の確立 

フロン代替物質の工業的合成工程を明確化すると共に、その製造方法を
確定し、大量製造のための基盤技術を確立する。 

イ．工業的合成技術の開発 
フロン代替物質の工業的合成工程の反応データを取得し、かつサンプル

製造を行い、当該物質のユーザ評価、工業的製造時点におけるコスト評価
を実施する。 

 
②洗浄剤分野 
ア．基盤技術の確立 
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反応条件と不純物生成に関わる詳細な反応の検討及び目的物と不純物、
中間物質及び未反応原料との分離性確認の回収工程に関わる詳細な検討
をして、製造方法を確定する。 

イ．工業的合成技術の開発 
サンプル製造を行い、当該物質のユーザ評価、工業的製造時点における

コスト評価を実施する。特に、既存物質に対する優位性（価格、使い勝手、
使用時の機器性能等）を明確化する。 
 

③発泡剤分野 
ア．基盤技術の確立 

フロン代替物質の工業的合成工程を明確化すると共に、その製造方法を
確定し、大量製造のための基盤技術を確立する。その際、各用途への適用
性を判断するため、必要に応じ基本物性を確認する。 

イ．工業的合成技術の開発 
フロン代替物質の工業的合成工程の反応データを取得し、かつサンプル

製造を行い、当該物質のユーザ評価、工業的製造時点におけるコスト評価
を実施する。特に、既存製品に対する優位性（価格、使い勝手、断熱性能
等）を明確化する。また、現場発泡用途を想定する場合で対象物質が引火
性などを有する際は、引火性を消滅させる手段等を確立する。 
 

④半導体エッチング等の分野 
ア．基盤技術の確立 

フロン代替物質の工業的合成工程を明確化すると共に、その製造方法を
確定し、大量製造のための基盤技術を確立する。その際、エッチング用途
への適用性を判断するため、基本物性を確認する。対象物質のサンプル製
造を行い微細加工用物質として有効であることの確認を行う。 

イ．工業的合成技術の開発 
フロン代替物質の工業的合成工程の反応データを取得し、対象物質の工

業的サンプル製造を行い超微細加工用物質として有効であることの確認
を行う。また、当該物質のユーザ評価、工業的製造時点における予想コス
ト評価を実施する。特に、既存製品に対する優位性（価格、使い勝手、加
工性能等）を明確化する。 

 
２．研究開発の実施方式 
（１）研究開発の実施体制  

本研究開発は、新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「ＮＥＤＯ」と
いう。）が、企業、民間研究機関、独立行政法人、大学等（委託先から再委託さ
れた研究開発実施者を含む。）から公募によって研究開発実施予定者を選定後、
単独研究体又は共同研究体等の複数の研究体を構築し、各研究体に委託して実施
する。 
研究開発に参加する各研究開発体の有する研究開発ポテンシャルを最大限活用

することで効率的な研究開発の推進を図る観点から、研究体毎にＮＥＤＯが委託
先決定後に指名する研究開発責任者を置き、その下に研究者を集結して効果的な
研究開発を実施する。 
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（２）研究開発の運営管理  

ＮＥＤＯは、経済産業省及び研究開発者と密接な関係を維持しつつ、本研究開
発の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施する。即ち大学教授等の専門
家からなる「省エネルギーフロン代替物質合成技術ワーキンググループ」を設置
し、適宜本ワーキンググループによって研究開発状況のモニタリングと評価を実
施し開発目標に対する成果状況などの報告を受け、次年度業務委託の可否や、実
施内容、予算規模の見直しを行い、優れた成果を上げている研究に対しては、研
究加速についても弾力的に対処するなど資源の効果的配分に努める。また、成果
の早期達成が可能と認められた研究については、期間内であっても研究を完了さ
せ、実用化へ向けた実質的な研究成果の確保と波及に努める。 
具体的には、平成15年度末に開催されるワーキンググループにて、16年度以降

発展的に継続させるべき研究開発テーマの絞込みを行う。絞込みの目安として研
究開始時の半数程度とする。 
 

 
３．研究開発の実施期間 
   本研究開発の期間は、平成１４年度から平成１８年度までの５年間とする。 
 
４．評価の実施 

ＮＥＤＯは、国の定める技術評価に係る指針及び技術評価実施要領に基づき、
技術的及びエネルギー政策的観点から見た研究開発の意義、目標達成度、成果の
技術的意義ならびに将来の産業への波及効果等の観点から、外部有識者による研
究開発の中間評価を平成１６年度に、事後評価を平成１９年度に実施する。なお、
評価の時期については、当該研究開発に係る技術動向、政策動向や当該研究開発
の進捗状況に応じて前倒しする等、適宜見直すものとする。 

 
５．その他の重要事項 
（１）開発成果の取り扱い 

① 成果の普及 
ＮＥＤＯ及び委託研究実施団体は、得られた研究開発成果については、国民

の利益を損なわない範囲で国内外を問わず、普及に努めるものとする。 
 

② 知的所有権の帰属 
委託研究開発の成果に関わる知的所有権については、「新エネルギー・産業

技術総合開発機構産業技術研究開発等業務方法書」第１９条の規定等に基づき、
原則として、すべてを受託者に帰属させることとする。 

 
（２）基本計画の変更 

      ＮＥＤＯは、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、内外
の研究開発動向、政策動向、第三者の視点からの評価結果、研究開発費の確保状
況等を総合的に勘案し、達成目標をはじめ基本計画の見直しを弾力的に行うもの
とする。 

 
（３）根拠法 

 本プロジェクトは，「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（昭和５４年
法律第４９号）第２１条の２第１号に基づき実施する。 
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６．基本計画の改訂履歴 
  （１）平成１４年９月５日に制定。 

（２）平成１５年３月、詳細研究開発内容決定により基本計画改定。 
 



変更後 
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「省エネルギーフロン代替物質合成技術開発」基本計画 
 

 
環境技術開発部 

１．研究開発の目的・目標・内容 
（１）研究開発の目的 

クロロフルオロカーボン（フロン）等のオゾン層破壊物質は、オゾン層保護の観
点からモントリオール議定書により、生産の段階的な廃止が義務付けられている。
これを踏まえ、フロン等に代わる代替物質の開発が促進され、幾つかの優れた代替
物質が既に実用化されてきた。一方、京都議定書の批准により、我が国においても
地球温暖化対策の観点から温室効果ガスの排出量の削減が必要とされており、温暖
化等に配慮した化合物へのさらなる転換が求められている。 
フッ素を含有する化合物は、その優れた特性から、冷媒(冷蔵庫、自動車エアコン

等)、産業洗浄剤(電子部品、精密加工部品、光学部品等)、発泡剤(現場発泡)、半導
体・液晶製造(エッチング、ＣＶＤチャンバークリーニング等)、電力機器絶縁、消
火剤など幅広く産業分野で利用されている。しかしながら、その中には、大気中に
長期間に亘って安定に存在し、かつ極めて大きな温室効果を発揮する化合物も含ま
れることから、温室効果が小さい化合物の経済的な合成法を早期に開発し、環境に
配慮した代替物質の市場導入を推進することが強く要請されている。 
本研究開発では、オゾン層の破壊やその他の環境影響が少なく温暖化効果も小さ

いフッ素系フロン代替物質（以下、「フロン代替物質」という。）の工業的合成法の
探索及び検討により、エネルギー効率が高く工業的に有効な合成技術の開発を行い、
省エネルギーの観点から総合的な環境負荷の低減を目指す。 

 
（２）研究開発の目標 

① 中間目標 
・ フロン代替物質及び開発される合成工程において、経済性及び環境への影響
を明確化し、事業化の見通しを得ること。 

 
冷媒、洗浄、発泡用物質については、HFE(ハイドロフルオロエーテル )類

（HFE-347pc-f、HFE-254pc）を対象として、 
・ 〔冷媒用物質〕フロン代替物質の製造に不可欠な COF2ガスについて、純度

99.99％程度を達成する工業的製造技術の見通しがあること。また、COF2ガ
スからフロン代替物質を製造する際の触媒反応について、格段の収率向上の
目処を得ること。 

・ 〔洗浄用物質〕反応時間が１２時間程度で精製後の最終収率９０％以上を達
成する工業的製造技術の見通しがあること。 

・ 〔発泡用物質〕フロン代替物質（既存物質を混合）を用いた断熱材製品の熱
伝導率が２０mW/mK（２４℃）以下となる目処を得ること。また、発泡工
程における引火性及び断熱材製品の可燃性等がないこと。 

 
半導体エッチング用物質については、温暖化効果が小さく新規に格段の製造技
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術を現出させ得る代替物質を対象として、 
 
コンタクトホールサイズで 100nm 以下の超微細加工能力を有する見通しがあ

ること。また、エッチングガスとして要求される純度、製造時の安全性、搬送技
術等の目処を得ること。 

 
また、合成技術の開発に加えて、開発対象とするフロン代替物質の工業的用

途調査を適宜実施し、その可能性について明確化すること。 
 

② 最終目標 
・ フロン代替物質について、世界的需要を踏まえた上で経済性及び環境への影
響を考慮した工業化のための合成技術を確立すること。 

・ 現在の合成工程で必要とされるエネルギーと同等以下のエネルギーで、工業
的にフロン代替物質を合成できる目処を得ること。 

・ TEWI(Total Equivalent Warming Impact) や LCA(Life Cycle Assessment)
の考え方により、製造から利用までの過程で、現在に比して約２０％以上の
省エネルギー率を得ること。 

 
・ 〔冷媒用物質〕フロン代替物質による冷凍機又はヒートポンプの成績係数
（COP）が現状の最高値（トップランナー値）と同等以上になる見通しがあ
り、当該製品の安全性及び経済性を確認すること。 

・ 〔洗浄用物質〕反応時間が１２時間程度で精製後の最終収率９０％以上を達
成する工業的製造技術であることを確認し、フロン代替物質による洗浄装置
において、人体への影響を考慮した安全基準及び安全対策を確立すること。
また、すすぎ・乾燥に優れた物性（表面張力２０mN/m 以下、蒸発潜熱２５
０kJ/kg 以下）を有すること及び経済性を確認すること。 

・ 〔発泡用物質〕フロン代替物質のみによる断熱材製品の熱伝導率が２０
mW/mK（２４℃）以下となる目処を得ること。また、発泡工程における引
火性及び断熱材製品の可燃性等がないこと及び経済性を確認すること。 

・ 〔半導体エッチング用物質〕コンタクトホールサイズで 100nm 級の超微細
加工が可能であること。また、エッチングガスとして要求される純度、製造
時の安全性、搬送技術等を確立すること。 

 
（３）研究開発内容 

上記の目標を達成するために、次の研究開発を行う。 
 
①冷媒分野 
ア．基盤技術の確立 

フロン代替物質の工業的合成工程を明確化すると共に、その製造方法を
確定し、大量製造のための基盤技術を確立する。 

イ．工業的合成技術の開発 
フロン代替物質の工業的合成工程の反応データを取得し、かつサンプル

製造を行い、当該物質のユーザ評価、工業的製造時点におけるコスト評価
を実施する。 
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②洗浄剤分野 
ア．基盤技術の確立 

反応条件と不純物生成に関わる詳細な反応の検討及び目的物と不純物、
中間物質及び未反応原料との分離性確認の回収工程に関わる詳細な検討
をして、製造方法を確定する。 

イ．工業的合成技術の開発 
サンプル製造を行い、当該物質のユーザ評価、工業的製造時点における

コスト評価を実施する。特に、既存物質に対する優位性（価格、使い勝手、
使用時の機器性能等）を明確化する。 

 
③発泡剤分野 
ア．基盤技術の確立 

フロン代替物質の工業的合成工程を明確化すると共に、その製造方法を
確定し、大量製造のための基盤技術を確立する。その際、各用途への適用
性を判断するため、必要に応じ基本物性を確認する。 

イ．工業的合成技術の開発 
フロン代替物質の工業的合成工程の反応データを取得し、かつサンプル

製造を行い、当該物質のユーザ評価、工業的製造時点におけるコスト評価
を実施する。特に、既存製品に対する優位性（価格、使い勝手、断熱性能
等）を明確化する。また、現場発泡用途を想定する場合で対象物質が引火
性などを有する際は、引火性を消滅させる手段等を確立する。 
 

④半導体・液晶製造等の分野 
ア．基盤技術の確立 

フロン代替物質の工業的合成工程を明確化すると共に、その製造方法を
確定し、大量製造のための基盤技術を確立する。その際、エッチング用途
への適用性を判断するため、基本物性を確認する。対象物質のサンプル製
造を行い微細加工用物質として有効であることの確認を行う。 

イ．工業的合成技術の開発 
フロン代替物質の工業的合成工程の反応データを取得し、対象物質の工

業的サンプル製造を行い超微細加工用物質として有効であることの確認
を行う。また、当該物質のユーザ評価、工業的製造時点における予想コス
ト評価を実施する。特に、既存製品に対する優位性（価格、使い勝手、加
工性能等）を明確化する。 

 
 

２．研究開発の実施方式 
（１）研究開発の実施体制  

本研究開発は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「Ｎ
ＥＤＯ技術開発機構」という。）が、企業、民間研究機関、独立行政法人、大学
等（委託先から再委託された研究開発実施者を含む。）から公募によって研究開
発実施予定者を選定後、単独研究体又は共同研究体等の複数の研究体を構築し、
各研究体に委託して実施する。 
研究開発に参加する各研究開発体の有する研究開発ポテンシャルを最大限活用
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することで効率的な研究開発の推進を図る観点から、研究体毎にＮＥＤＯが委託
先決定後に指名する研究開発責任者を置き、その下に研究者を集結して効果的な
研究開発を実施する。 
 

（２）研究開発の運営管理  
ＮＥＤＯは、経済産業省及び研究開発者と密接な関係を維持しつつ、本研究開

発の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施する。即ち大学教授等や市場
に詳通している専門家等から、適宜研究開発状況や開発目標に対する成果状況な
どへのコメントを受け、これらを参考にしつつ次年度業務委託の可否や、実施内
容、予算規模の見直しを行い、優れた成果を上げている研究に対しては、研究加
速についても弾力的に対処するなど資源の効果的配分に努める。また、成果の早
期達成が可能と認められた研究については、期間内であっても研究を完了させ、
実用化へ向けた実質的な研究成果の確保と波及に努める。 
具体的には、平成15年度末に開催されるワーキンググループにて、16年度以降

発展的に継続させるべき研究開発テーマの絞込みを行う。絞込みの目安として研
究開始時の半数程度とする。 
 

 
３．研究開発の実施期間 
   本研究開発の期間は、平成１４年度から平成１８年度までの５年間とする。 
 
４．評価に関する事項 

ＮＥＤＯは、国の定める技術評価に係る指針及び技術評価実施要領に基づき、
技術的及びエネルギー政策的観点から見た研究開発の意義、目標達成度、成果の
技術的意義ならびに将来の産業への波及効果等の観点から、外部有識者による研
究開発の中間評価を平成１６年度に、事後評価を平成１９年度に実施する。なお、
評価の時期については、当該研究開発に係る技術動向、政策動向や当該研究開発
の進捗状況に応じて前倒しする等、適宜見直すものとする。 

 
５．その他重要事項 
（１）開発成果の取り扱い 

① 成果の普及 
ＮＥＤＯ及び委託研究実施団体は、得られた研究開発成果については、国民

の利益を損なわない範囲で国内外を問わず、普及に努めるものとする。 
 

② 知的財産権の帰属 
委託研究開発の成果に関わる知的財産権については、「独立行政法人新エネ

ルギー・産業技術総合開発機構産業技術研究開発等業務方法書」第１９条の規
定等に基づき、原則として、すべてを受託者に帰属させることとする。 

 
（２）基本計画の変更 

      ＮＥＤＯは、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、内外
の研究開発動向、政策動向、第三者の視点からの評価結果、研究開発費の確保状
況等を総合的に勘案し、達成目標をはじめ基本計画の見直しを弾力的に行うもの
とする。 
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（３）根拠法 
 本プロジェクトは，独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第
２１条の２第１号に基づき実施する。 

 
６．基本計画の改訂履歴 
  （１）平成１４年９月５日に制定。 
（２） 平成１５年３月、詳細研究開発内容決定により基本計画改定。 
（３） 平成１６年４月、委託先絞り込みにより基本計画改定。 

 


